
ふぐの取扱い（条例のイメージ図） 
（大原則：禁止事項） 
 
 
 
 
 
 

（ふぐの流れ） 
 
 
 
 
                          ふぐの卸売 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   可食部位の取出＊１とは：ふぐ→ふぐの有毒部位を除去→可食部位 
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ふぐ卸売業 
・ふぐ処理営業者に卸売

・他のふぐ卸売業に卸売 
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者 

他のふぐ卸売業 
・ふぐ処理営業者に卸売

許可制 

飲食店営業（調理） 
・可食部位の取出＊１ 

販売業（販売） 
・可食部位の取出＊１ 

加工業（塩干し、糠漬け等） 
・ふぐ身の加工（塩干し） 
・卵巣の加工（糠漬け） 
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２年以上の従 
事経験が必要 
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